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は
じ
め
に

改
革
開
放
以
降

の
中
国

の
財
政
シ
ス
テ
ム
は
、

「地
方
」

の
イ

ン

セ
ン
テ
ィ
ヴ
を
地
域
間

の
平
等
性
よ
り
優
先
さ
せ
る
と
い
う
方
針
の

も
と
に
そ

の
運
営
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
中
央

に
よ
る
地

域
間
の
財

政
的
な
再
分
配
機
能
は
低
下
し
、
地
域
間
の
財
政
力
の
格

差

は

一
貫
し
て
拡
大
し
た
。
近
年
で
は
こ
の
よ
う
な
格
差

の
拡
大
に

歯
止
め
を
か
け
る
た
め
、
西
部
大
開
発

・
所
得
税
改
革

・
農
村
税
費

改
革
な
ど
、
内
陸
部

・
農
村
の
負
担
を
軽
く
す
る
と
同
時

に
財
政
的

な
再
分
配
を
強
化
す
る
よ
う
な

一
連

の
政
策

・
改
革
が
実
施
さ
れ
て

き
た

の
は
周
知

の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
財
政
の
観
点
か
ら
中

国
の
地
域
間
格
差
問
題
を
考
え
る
と
き
、
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な

い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
実
態
の
つ
か
み
に
く
さ
か
ら
正
面
か
ら
論

じ
て
こ
ら
れ
な
か
っ
た
の
が
、
「予
算
外
資
金

」
の
存
在

で
あ
る
。

「予
算
外
資
金
」
と
は
、
地
方
政
府
が
徴
収

し
た
財
政
収
入
の
う

ち
、
中
央
政
府
あ
る
い
は
上
級
の
政
府
に
上
納
す
る
必
要
が
な
く
、

地
方
政
府

の
も
と
に
自
主
財
源
と
し
て
そ
の
ま
ま
留
保
さ
れ
る
資
金

ム
　
　

の
総
称
で
あ
る
。
改
革
開
放
政
策

の
実
施
に
伴
う
財
政

の
地
方
分
権

化

の
中
で
、
予
算
外
資
金
の
形
で
地
方
政
府

に
留
保
さ
れ
る
財
政
資

金
が
増
大
し
た
こ
と
は
、
地
域
の
イ
ン
フ
ラ
投
資
や
設
備
投
資
資
金

に
流
用
さ
れ
る
な
ど
、
地
方
主
導

の
経
済
発

展
に
寄
与
し
た

こ
と

が
、
こ
れ
ま
で
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

[加
藤

一
九
九
七
]
。
し
か

し
、
そ
の
よ
う
な
中
央
に
よ
る
再
配
分
の
対
象
と
な
ら
な
い
財
政
資

金
の
拡
大
は
、

一
方

で
財
政
的
な
再
配
分
機
能

の
低
下
を
意
味
し
て

お
り
、
特

に

一
九
九

四
年

の
分
税
制
の
導
入

に
伴
う
財
政
改
革
以
降
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は
、
そ

の
大
幅
な
縮
小
、
あ
る
い
は
中
央

に
よ
る
管
理
の
強
化
が
図

ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
地
方
政
府
は
依
然
と

し
て
、
予
算
内
の
財
政
資
金
以
外
の
自
主
財
源
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
形

で
留
保
し
続
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
正
規
の
租
税
収
入
と
は
別
に
地
方
に
留
保
さ
れ
る
自

主
財
源
と

い
う
存
在
は
、
中
国
の
歴
史

の
中
で
は
新
し

い
も
の
で
は

な

い
。

例
え
ば
、
岩
井

[
二
〇
〇

四
]

で
は
、
清
朝
財
政

の

「径

役
」
と
改
革
開
放
期
に
お
け
る

「灘
派
」
や
義
務
労
働
な
ど
と
の
類

似
性
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
岩
井
に
よ
れ
ば
、
伝
統
的
な
中
国
の
財

政
制
度
は
、
徴
税
権
を
集
中
的
に
管
理
す
る
中
央
財
政
と
、
そ
の
財

源
が
制
度

化
さ
れ
た
租
税
体
系
の
中

に
十
分
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
ら

ず
、
中
央

の
財
政
収
入

の

一
部
を
留
保
す
る
こ
と
に
よ
り
維
持
さ
れ

て
き
た
地
方
財
政
と
い
う
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る
。

こ
の
う
ち
中
央

が
管
理
す

る
正
規
の
租
税
収
入
は
、
と
も
す
れ
ば
硬
直
化

・
固
定
化

す
る
傾
向

が
あ

っ
た
た
め
、
地
方
財
政
は
し
ぼ
し
ば
農
民
か
ら
の
付

加
的

・
追
加
的
な
課
徴

(灘
派
)
や
義
務
労
働
の
調
達
に
よ
っ
て
そ

の
収
入
を
調
整
し
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
は
、
近
年

の
中

国
の
農
村

で
問
題
と
な

っ
た

「農
民
負
担
問
題
」
も
、
あ
る
い
は
地

方
政
府
に
よ
る
強
制
的
な
農
地
収
用
に
関
わ
る

「失
地
農
民
」
の
問

題
も
、
中

国
の
地
方
財
政
が
歴
史
的
に
抱
え
て
き
た
構
造
的
矛
盾

の

帰
結
に
他

な
ら
な
い
、
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
、
予
算
外
資
金

一
般

の
イ
メ
ー
ジ
を

「灘
派
」
や
義
務
労

働

で
代
表

さ
せ
る
岩

井

の
議
論
は
や
や
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ

で
あ

る
。
と

い
う
の
は
、
す
で
に
近
代
的
な
工
業
部
門
が
発
達
し
た
改
革

開
放
期
以
降

に
お
け
る
中
国
の
予
算
外
資
金

は
、
金
融
市
場
や
土
地

市
場
に
代
表
さ
れ
る
要
素
市
場

へ
の
政
府
の
介
入
を
通
じ
て
得
ら
れ

る
超
過
利
潤
1ー
レ
ン
ト
の
分
配
、
と
い
う
側
面
を
強
く
持

つ
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
地
方
の
腐
敗
し
た
役
人
が
貧
し
い
農
民
か
ら

搾
り
取
る
、
と
い
う

「灘
派
」
の
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
は
、地
方

に
留
保

さ
れ
る
予
算
外
資
金
の
意
味
を
十
分
に
捉

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
、
要
素
市
場
に
対
す

る
政
府

の
介
入
に
よ
る
超
過
利

潤
1ー
レ
ン
ト
の
分
け
前
、
と
し
て
の
予
算
外
資
金

の
性
質
に
注
目
し

つ
つ
、
そ
の
レ
ン
ト
が
生
み
出
さ
れ
る
源
泉

が
金
融
市
場
な
ど
か
ら

次
第
に
土
地
市
場
に
移

っ
て
き
た
こ
と
、
そ

し
て
そ
れ
が
現
在
問
題

と
さ
れ
て
い
る
中
国
の
地
域
間
経
済
格
差
と

ど
の
よ
う
な
関
連
性
を

持

つ
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
論
じ
て

い
き
た
い
。

予
算
外
資
金
の
概
要

予
算
外
資
金
は
、

一
九
五
〇
年
代
、
社
会
主
義
計
画
経
済

の
建
設

の
た
め
中
央
集
権
的
な
財
政
制
度
が
形
作
ら

れ
る
中
で
、
工
商
税
に

対
す
る
付
加
税
や
、
各
行
政
部
門
、
事
業
単
位
が
自
主
的
に
経
済
活

動
な
ど
を
行

っ
て
得
た
財
源
な
ど
を
地
方

レ
ベ
ル
で
自
主
財
源
と
し

て
留
保
で
き
る
余
地
を
残
し
た
こ
と
が
始
ま
り
だ
と
さ
れ
る

[郡

・

銚

・
徐

・
醇

一
九
九
〇
]。
そ
の
後
改
革
開
放
政
策
が
始
ま
る
と
、
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い
わ
ゆ
る
地
方
分
権
的
な
財
政
制
度
が
導
入
さ
れ
る
の
に
伴

い
、
そ

の
規
模
を
次
第
に
拡
大
さ
せ
て
い
っ
た
。

一
九
九

〇
年
代

に
制
度
改
革

が
行
わ
れ
る
ま
で
、
予
算
外
資
金

は
、
そ
の
管
理
主
体

に
よ
っ
て
次

の
三
種
類
に
分
類
さ
れ
て
い
た
。

ω

地
方
政
府

の
財
政
部
門

が
管
理
す
る
も
の
。

こ
れ
に
は
、
工

商
税
付
加
な
ど
の
各
種
税

に
対
す
る
付
加
、
お
よ
び
地
方
政
府

が
管

理
す
る
企
業
の
利
潤
が
含
ま
れ
る
。

②

地

方
政
府

の
行
政
事
業
部
門
が
管
理
す
る
も
の
。
こ
れ
は
、

地
方

政
府
が
管
理

・
所
有
す
る
各
種
学
校

・
ホ
テ
ル

・
招
待
所

の
収

入
、
あ
る
い
は
市
場
管
理
収
入
な
ど
、
各
種

の
雑
収
入
か

ら
な
る
。

⑧

国
有
企
業
あ
る
い
は
そ
の
主
管
理
部
門
が
管
理
す
る
も
の
。

こ
れ

は
、

「国
有
企
業
専
項
基
金
」
と
呼
ば
れ
、
従
業
員

の
福

利
基

金
や
減
価
償
却
費
な
ど
も
含
ま
れ
て
お
り
、
実
質
的

に
は

国
有
企
業

の
留
保
利
潤
に
等
し
い
。

た
だ
し

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
県
以
上
の
地
方
政
府
に
留
保
さ
れ
る

も
の
で
あ
り
、
郷
鎮

レ
ベ
ル
で
は
さ
ら
に
こ
の
ほ
か
に

「郷
鎮
自
己

調
達
資
金
」
と
よ
ば
れ
る
非
税
収
入
が
留
保
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
は

「制
度
外
資
金
」
と
も
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
郷
鎮
企
業

の
税
引

き
後
利
潤

の
郷
鎮
政
府

へ
の
上
納
額
な
ど
の
ほ
か
に
、
郷
鎮

レ
ベ
ル

で
の
農
民

・
企
業

に
対
す

る
恣
意
的
な
費
用
徴
収
な
ど
も
含
ま
れ

る
。
本
稿

で
は
詳
し
く
扱
わ
な
い
が
、

一
九
九
〇
年
代
末
か
ら
二
〇

〇
二
年
に
か
け
て
問
題

に
な
っ
た

「乱
収
費
」
お
よ
び
そ
れ
に
対
処

す
る
た
め
の

「税
費
改
革
」
は
、
こ
の
よ
う

な
恣
意
的
な
費
用
徴
収

ハ
　
　

に
関
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

改
革
開
放
期
を
通
じ
て
予
算
外
資
金
は
拡
大
を
続
け
、

一
九
九
〇

年
代
初
め
に
は
予
算
内

の
財
政
資
金
を
上
回
る
規
模
に
成
長
し
て
い

る
。

こ
の
よ
う
な
予
算
外
資
金

の
背
景
に
は
、
地
方
財
政
請
負
制
度

の
導
入
に
よ
っ
て
地
方
の
財
政
的
な
権
限
が
拡
大
す
る
中

で
、
地
方

政
府

に
と

っ
て
中
央
政
府

へ
の
上
納
の
対
象

と
な
る
予
算
内

の
財
政

収
入
の
規
模
を
縮
小
さ
せ
、
中
央
か
ら
の
管

理

・
干
渉
を
受
け
な

い

自
主
財
源
と
も
言
う
べ
き
予
算
外
資
金

の
形

で
収
入
を
確
保
す
る
よ

う
努
め
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
が
強
く
働

い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

一
九
九
〇
年
代
に
入
り
、
予
算
外
資
金

の
い
く

つ
か
の
項
目
、
例
え

ば
国
有
企
業

の
留
保
利
潤
な
ど
が
予
算
内

の
財
政
資
金
に
組
み
入
れ

ら
れ
る
な
ど
の
改
革
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
予
算
外
資
金
自

ム
ヨ
　

体

の
規
模
は
大
幅

に
縮
小
し
た
。

一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
の
、

一
人
当
た
り
予
算

内
財
政
支
出
と
そ
れ
に
予
算
外
資
金
を
加

え
た
も
の
の
省
間

(チ

ベ
ッ
ト
を
除
く
)
の
変
動
係
数
の
時
系
列
的
な
変
化
を
示
し
た
図
1

を
み
る
と
、
興
味
深

い
こ
と
に
気
が
つ
く
。

一
九
九
〇
年
ま
で
は
明

ら
か
に
地
域

の
財
政
能
力

に
つ
い
て
格
差
拡
大
的
な
効
果
を
持

っ
て

い
た
予
算
外
資
金
が
、

一
九
九
三
年
以
降
は
む
し
ろ
わ
ず
か
な
が
ら

格
差
縮
小
的
に
働

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

「国
有
企
業
専
項

基
金
」

の
予
算
内

へ
の
組

み
入
れ
な
ど
九
〇
年
代
に
行
わ
れ
た
予
算

外
資
金

の
改
革
に
よ
っ
て
、
そ
の
性
格
が
大

き
く
変
化
し
た
こ
と
を
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図1地 域 間財 政 力格差 と予 算 外資金

出所:財 政部総合計画司編[1992]、 楼継偉主編[2000]。

意
味
し
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
「国
有
企
業
専
項
基
金
」

の
よ
う

な
、
本
来
は
企
業
の
留
保
利
潤
で
あ
る
は
ず

の
資
金
が
よ
り
広
く
地

域

の
発
展
資
金
な
ど
に
流
用
さ
れ
る
と

い
う
構
図
に
こ
そ
、

「豊
か

な
と
こ
ろ
に
資
金
が
偏
在
す
る
」
と

い
う
、
予
算
外
資
金

の
問
題
点

が
典
型
的
に
現
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

二

企
業
利
潤
と
予
算
外
資
金

冒
頭

で
述
べ
た
よ
う
に
、
予
算
外
資
金

(制
度
外
資
金
を
含
む
)

に
は
住
民
か
ら

の
直
接
の
費
用
徴
収
だ
け
で
は
な
く
、
企
業
な
ど
か

ら
の
利
潤
上
納
や
管
理
費
徴
収

の
形
を
と

っ
た
超
過
利
潤

の
分
け
前

の
分
配
、
と
い
う
側
面
が
あ
り
、
む
し
ろ
そ
ち
ら
の
方
が

一
貫
し
て

大
き
な
比
重
を
占
め
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
以
下

で
は
、

郷
鎮
企
業

の
ケ
ー
ス
と
地
方
管
轄

の
国
有
企
業

の
ケ
ー
ス
と
に
分
け

て
、
地
方
政
府
に
よ
る
予
算
外
資
金
徴
収
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
と
そ
の
特

徴
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

6

郷
鎮
企
業
と
レ
ン
ト
の
獲
得

地
方
政
府

の
財
政
と
企
業
の
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
が
深
く
結
び

つ
い

た
ケ
ー
ス
と
し
て
ま
ず
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、

一
九

八
〇
年
代
を
中
心
に
農
村

の
経
済
発
展
を
支
え
た
郷
鎮
企
業

の
ケ
ー

ス
で
あ
る
。
ま
ず
、
郷
鎮

レ
ベ
ル
の
政
府
に
留
保
さ
れ
る

「制
度
外

資
金
」
に

つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
前
節

で
検

討

し
た

「予
算
外
資
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金
」
は
県

レ
ベ
ル
以
上

の
政
府

に
留
保
さ
れ
る
資
金

で
あ
り
、
郷
鎮

レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
そ

の
よ
う
な
地
方
政
府

の
自
主
財
源
は

「制

度
外
資
金

」
と
し

て
位
置

づ
け
ら
れ
て
き
た
。
そ

の
内
訳
に

つ
い

N
'

a

C
1
九
九
五
]
は
以
下

の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

ω

郷
鎮
企
業
の
上
納
利
潤
と
管
理
費
。

②

郷
鎮
政
府
が
徴
収
す
る
各
種
費
用
、
具
体
的
に
は
教
育
費
、

計
画
生
育
費
、
貧
困
救
済
費
、
民
兵
訓
練
費
、
農
村
幹
部
報
酬

補
助
費
、
社
会
公
益
事
業
建
設
費
な
ど
。

㈹

郷
村

の
範
囲
内

で
出
資
を
募

っ
た
資
金
、
華
僑

の
贈
与
な
ど

の
資
金
。

ω

各
種
罰
金
収
入
。

一
九
九

二
年
の
全
国
に
お
け
る
郷
鎮

レ
ベ
ル
の
具
体
的
な
財
政
収

入
の
数
字

を
あ
げ

て
お
く
と
、
「予
算
内
資
金
」
が
四
七

二
億
元
、

「予
算
外

資
金
」
が
四
六

・七
億
元
で
あ

っ
た

の
に
対
し
て
、

「制
度

　
　
　

外
資
金
」

(郷
鎮
自
己
調
達
資
金
)
は

一
四
二
億
元
と
さ
れ
る

[孫

一
九
九
五

"
一
五
]
。
た
だ
し
、
同
時
期
の
あ
る
北
京
の
郊
外

の
農

村

で
は
全

財
政
収
入

の
七
七
・
四
%
が
、
ま
た
同
年

の
漸
江
省

の
農

村

で
は
七

二
・五
%
が

「制
度
外
収
入
」
で
あ

っ
た
。

一
般
的
な
傾

向
と
し
て
は
、
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
農
村
工
業
が
発
達
し
た
沿
海

部

で
は
、
制
度
外
収
入
、
な
か
で
も

「郷
鎮
企
業

の
上
納
利
潤
と
管

理
費
」
が
高
い
比
率
を
占

め
て
い
た
。

以
下
、

オ
イ

[O
i
19
92
]

の
分
析

に
依
拠
し
な
が
ら
、

こ
の
よ

う
な
上
納
利
潤
を
含
む
郷
鎮
企
業

の
超
過
利
潤
が
、
ど
の
よ
う
な
メ

カ

ニ
ズ

ム
で
生
み
出
さ
れ
た
か
を
み
て
お
こ
う
。

オ
イ
に
よ
れ
ば
、

一
九
八
〇
年
代
の
郷
鎮

レ
ベ
ル
で
は
、
政
府
と

銀
行
が

一
体
と
な
っ
て
、
成
長
が
見
込
ま
れ
る
企
業
に
対
し
資
源
配

ム
ら
　

分
上
の
優
遇
を
行

っ
て
い
た
。
ま
た
、
地
方

政
府
が
資
源
配
分
系
統

上

の
特
権
を
利
用
し
、希
少
資
源

(鉄
、
セ
メ

ン
ト
、
燃
料
、原
材
料
な

ど
)
を
特
定
企
業
に
優
先
的
に
配
分
す
る
と

い
う
こ
と
も
行
わ
れ
て

い
た
。
ま
た
地
方
政
府
は
、
重
点
企
業
に
対
す
る
ラ
イ
セ
ン
ス
の
供

与
、
生
産
の
保
証
、
税
減
免
な
ど
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
も
行

っ
て
い
た

ほ
か
、
さ
ら
に
税
務
局
や
財
政
部
な
ど

一
部

の
部
局
は
自
前
の
基
金

を
持
ち
、企
業

に
対
し
直
接
融
資
を
行
う
場
合

も
あ

っ
た
と
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
要
素
市
場
に
対
す

る
政
府
介
入
に
よ
り
生

じ
た
レ
ン
ト
を
地
元
企
業
に
移
転
さ
せ
よ
う
と
す
る
行
為
と
し
て
解

釈

で
き
る
が
、
そ
の
中
で
も
重
要
な
の
は
金
融
市
場

へ
の
介
入
を
通

じ
た
地
元
企
業

へ
の
融
資
に
関
す
る
便
宜
供
与
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ

ム　
　

う
な
人
為
的
な
低
金
利
政
策

に
よ
り
信
用
割
り
当
て
が
生
じ
る
よ
う

な
状
況
で
の

「
レ
ン
ト
獲
得
機
会
」

の
創
出

が
、
金
融
市
場
が
未
発

達
な
途
上
国
の
経
済
発
展

で
有
効
で
あ

っ
た

と
い
う
議
論
を
展
開
し

て
い
る
の
が
、

ヘ
ル

マ
ン
ーー

マ
ー
ド

ッ
ク
ーー

ス
テ
ィ
グ
リ
ッ
ツ
の

「金
融
抑
制
」
論
で
あ
る
。

ま
ず
、
図
2
の
よ
う
に
政
府
が
金
利
の
規
制
な
ど
を
通
じ
て
銀
行

部
門
に
レ
ン
ト
獲
得

の
機
会
が
生
じ
て
い
る
状
態
を
考
え
る
。
例
え

ぼ
、
預
金
金
利
が
競
争
均
衡
水
準
よ
り
も
低

い
水
準
に
固
定
さ
れ
る

と
き

(図
の
の
)
、
資
金
供
給
量
は
低
下
し

(QF
↓
QP
)、
貸
出
金
利
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図2「 金融抑制」とレント獲得機会

注:図 中 、影 のつ いて い る部 分 は金 利 規 制 に よ る厚 生 損失(死 加重)を 表 す。

出所 ヘ ル マ ンeマ ー ドッ クeス テ ィ グ リ ッツ[1997:188]。

は
上
昇
す
る

(
L　.)。

こ
の
と
き
、
銀
行
部
門

に
は
利
鞘

に
貸
出
量

を
乗
じ
た
分
だ
け
レ
ン
ト
が
発
生
す
る
が
、
経
済
全
体
で
は
厚
生
の

損
失
が
発
生
す
る
。

し
か
し
、
銀
行
部
門
が
獲
得
し
た
レ
ン
ト
を
支
店
網

の
拡
大
な
ど

に
投
資
し
、
資
金
調
達

の
コ
ス
ト
を
引
き
下
げ
る
な
ら
、
資
金
供
給

曲
線
は
下
方

シ
フ
ト
し

(S
↓
9
)
、
企
業

に
対
し
て
よ
り
低

い
金

利

(L　.)

で
貸
し
出
し
を
行
う
こ
と
が
可
能

に
な
る
。
金
融
部
門
の

初
期
投
資
が
少
な
く
、
資
金
が
不
足
し
実
質
金
利
が
高
騰
し
が
ち
な

途
上
国
に
お
い
て
は
、

こ
の
よ
う
な
適
度

の
金
利
規
制
に
よ
っ
て
金

融

・
企
業
部
門
に

「レ
ン
ト
獲
得
機
会
」
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
成

長
に
対
し
プ
ラ
ス
に
働
く
、
と

い
う
の
が

「金
融
抑
制
」
論

の
骨
子

で
あ
る
。

改
革
開
放
期

の
中
国

の
場
合
、
急
激
な
工
業
化
で
資
本
不
足
が
生

じ
る
中
で
金
利
が
政
府
に
よ
り
低
く
規
制
さ
れ
て
い
た
と

い
う
点
で

は

ヘ
ル
マ
ン
ら
の

「金
融
抑
制
」
論
と
そ
の
前
提
を
共
有
す
る
。
た

だ
し
、
同
時
に
貸
出
金
利
も
低
く
抑
え
ら
れ

て
お
り
、
金
融
機
関

に

と

っ
て
利
鞘
を
利
用
し
て
レ
ン
ト
を
獲
得
す

る
機
会
に
乏
し
か

っ
た

と
い
う
点
は
、
理
論
と
の
大
き
な
相
違

で
あ

る
。
こ
の
点
に
関
し
て

は
、
中
国

の
、
特

に
郷
鎮
企
業
の
ケ
ー
ス
の
特
徴
は
、
む
し
ろ
企
業

と
地
方
政
府
が
レ
ン
ト
を
分
け
合
う
点
に
あ

る
、
と
考
え
る
こ
と
が

可
能

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
郷
鎮
企
業
は
、
地
元
政
府
の
地
元
金

融
機
関

へ
の
働
き
を
通
じ
て
低
い
金
利
で
優
先

的
に
融
資
が
受
け
ら

れ
た
た
め
に
超
過
利
潤
を
獲
得
す
る
こ
と
が

で
き
た
が
、
そ
の

一
部

64



を

「管
理
費
」
な
ど
と
し
て
地
方
政
府
に
支
払
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ

れ
が

「制
度
外
資
金
」
と
し
て
政
府
に
留
保
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

こ
こ
で
注
意
し
て
お
く

べ
き
点
が
二
つ
あ
る
。

一
点
目
は
、
こ
の

金
融
市
場

の
介
入
を
通
じ
た
レ
ン
ト
獲
得
は
、
融
資
を
受
け
た
郷
鎮

企
業
が
他
地
域
の
企
業
と

の
競
争

の
結
果
、
成
功
を
お
さ
め
て
初
め

て
回
収
可
能
だ
と

い
う
点

で
、
す
ぐ
れ
て
競
争
的
な
も
の
だ
と
い
う

点
で
あ
る
。

二
点
目
は
、

こ
の
よ
う
な
地
方
政
府

に
よ
る
信
用
割
り

当
て
が
有
効
な
も

の
と
な
る
背
景
に
は
、
金
融
市
場
が
地
域
間

で
分

断
し
て
お
り
、
地
域
を
越
え
た
資
金
移
動
が
制
限
さ
れ
た
中

で
、
多

く
の
農
村
部

の
企
業
が
地
元
の
信
用
社
や
農
業
銀
行
か
ら

の
借
入
に

頼
ら
ざ
る
を
得
な

い
と
い
う
状
況
が
あ

っ
た
、
と
い
う
点

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
環
境

で
、
政
府

の
介
入
を
通
じ
て
企
業
に
割
り
当
て

ら
れ
た
資
金
が
有
効

に
用

い
ら
れ
、
超
過
利
潤
を
生
み
、
さ
ら
に
そ

れ
が
地
域

の
経
済
発
展

の
た
め
に
再
投
資
さ
れ
る
な
ら
ば
、
「金
融

抑
制
」
論

が
ま
さ
に
想
定
し
た
よ
う
な
、
地
域
内

の
資
金
供
給
曲
線

の
下
方
シ

フ
ト
が
実
現
す
る
は
ず
で
あ
る
。
地
域
間
の
金
融
市
場
が

ほ
と
ん
ど
発
達
し
て
い
な
か

っ
た
当
時

の
中
国
で
は
、
国
有
企
業
と

違

い
、
中

央
銀
行
か
ら

の
信
用
供
与

の
点
で
困
難
を
抱
え
る
郷
鎮
企

業

へ
の
融

資
は
、
地
域
内

の
金
融
機
関

に
預
金
が
ど
れ
だ
け
プ
ー
ル

さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
大
き
く
依
存
し
た
と
考
え
ら
れ
る

ム
　
　

か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、

こ
の
よ
う
な
状
況
は
農
村
間
の
格
差

の
拡
大
を
も
た

ら
し
た

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
以
上
の
よ
う
な
メ
カ

ニ
ズ
ム
が

働
く
限
り
、
郷
鎮
レ
ベ
ル
の
制
度
外
資
金
獲
得
を
め
ぐ
る
地
域
間
の

競
争

は
、
経
済
厚
生

の
観
点
か
ら
み
れ
ば
比
較
的
効
率
的
な
も

の

だ

っ
た
と

い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

口

国
有
企
業
と
予
算
外
資
金

国
有
企
業
を
地
方
財
政

の
重
要
な
収
入
源
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
若
干
の
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
計
画
経
済
期

よ
り
、
多
く
の
国
有
企
業
は
地
方

レ
ベ
ル
の
主
管
部
門
に
よ
っ
て
経

営
上

の
強

い
管
理
を
受
け
る
、
「部
門
所
有

制
」
と
も
言
う
べ
き
状

況

の
も
と
に
お
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

[石
川

一
九
九
七
、

和
田

一
九
九
七
]
。

一
九
八
〇
年
代
よ
り
国
有
企
業
改
革
が
開
始
さ

れ
る
と
、
国
有
企
業
の
利
潤
は
そ
の
多
く

の
部
分
が
基
金
や
減
価
償

却
な
ど

の
形

で
内
部
留
保
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
が
、

こ
の
よ
う
な

「部
門
所
有
体
制
」

の
下

で
は
、
国
有
企
業

の
留
保
利
潤
に
つ
い
て

も
、
後
述
す
る
よ
う
に
必
ず
し
も
企
業
が
そ

の
用
途
を
自
由

に
決
定

で
き
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、

一
九
八
七
年
よ
り
導

入
さ
れ
た
経
営
請
負
制

の
下
で
、
国
有
企
業

は
政
府
に
対
し

一
定

の

基
準
に
基
づ
く
利
潤
上
納
を
請
け
負
う

こ
と

に
な

っ
た
が
、
そ
れ
と

同
時
に
、
数
十
種
類

の
項
目
に
わ
た
る
費
用
徴
収
や
、
地
方
政
府
に

よ
る
恣
意
的
な

「割
り
当
て
」
な
ど
も
存
続
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の

ムビ
　

額
も
か
な
り
の
額
に
上

っ
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
国
有
企
業

の
場
合
、
企
業
と
地
方
政
府
と
の
関
係
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表1予 算 外 資金(地 方)の 収 入 ・支 出(1990年)

収 入 (億元) (%) 支 出 (億元) (%)

国有企業 ・主管部門収入 1058.75 64.7 固定資産投資 520.57 31.2

うち:更 新改造資金 355.78 21.8 大修理支出 147.01 8.8

大修理基金 173.13 10.6 福利支出 157.03 9.4

その他の企業留保利潤 399.83 24.4 ボーナス支出 76.45 4.6

小 計 901.06 54

行政事業単位収入 516.02 31.6 国家エネル ギー交通基金 94.68 5.7

うち:道 路修理費 151.65 9.3 国家予算調節基金 59.09 3.5

地方財政部門収入 60.59 3.7 道路修理費支出 134.37 8

うち:農 牧業税付加 1: 0.5 事業支出 166.16 10

都市公共事業付加 27.13 1.7 その他 314.01
..

合 計 1635.36 合 計 1669.37

出所:財 政部総合計画司編[1992]。

だ
け
で
は
な
く
、
特
に
上
納
利
潤
を
め
ぐ

っ
て
の
中
央
と
地
方
と
の

間
、
さ
ら
に
は
地
方
政
府
内
で
の
セ
ク
タ
ー
間

で
の
レ
ン
ト
分
配
の

問
題
が
生
じ
て
く
る
た
め
、
状
況
は
郷
鎮
企
業

の
ケ
ー
ス
に
比
べ
は

る
か
に
複
雑
で
あ
る
。
ま
ず
は
前
節

で
扱

っ
た
予
算
外
資
金
と
国
有

企
業
利
潤
と

の
関
連
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

前
節
で
示
し
た
よ
う
に
、

一
九
九
〇
年
代

に

一
連
の
財
政
改
革
が

実
施
さ
れ
る
ま

で
、
予
算
外
資
金
に
は

「国
有
企
業
専
項
基
金
」
と

い
う
項
目
が
存
在
し
て
い
た
。

こ
れ
は
、
国
有
企
業

の
留
保
利
潤
を

一
種

の
財
政
資
金
と
し
て
計
上
し
て
い
た
も

の
で
あ
り
、
こ
の
中

に

は
、
「福
利
基
金
」

「奨
励
基
金
」

「生
産
発
展

基
金
」
と
い
っ
た
、

従
業
員
の
ボ
ー
ナ
ス
支
払

い
や
福
利
厚
生
、
さ
ら
に
は
設
備
投
資

に

用

い
ら
れ
る
た
め

の
狭
義

の
内
部
留
保

の
ほ
か
に
、
「更
新
改
造
資

金
」
「大
修
理
基
金
」
な
ど
、
減
価
償
却
費
に
あ
た
る
資
金
も
含
ま
れ

て
い
た
。

一
九
九
〇
年
の
数
字
を
見
る
と
、

こ
の

「国
有
企
業
専
項

基
金
」
が
予
算
外
資
金
全
体

の
約
六
五
%
を
占

め
て
い
る

(表
1
)
。

鄙

・
挑

・
徐

・
醇

[
一
九
九
〇
]
に
よ
れ
ぼ
、
こ
う
い
っ
た
国
有

企
業

の

「名
目
上

の
留
保
利
潤
」
(
11
国
有
企

業
専
項
資
金
)
は
、

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
な
項
目
の
負
担
が
差
し
引
か
れ
た
た

め
、

「実
際

の
留
保
利
潤
」
(企
業
が
自
由
に
使
え
る
資
金
)
と

の
間

に
は
少
な
か
ら
ぬ
乖
離
が
存
在
し
て
い
た
。

ω

国
家

エ
ネ
ル
ギ
ー
交
通
建
設
基
金
な

ら
び
に
国
家
予
算
調
節

基
金
。

②

国
債
の
強
制
割
り
当
て
。
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㈹

地
方
政
府
各
部
門
か
ら

の
管
理
費
の
徴
収
。

表
1
か
ら
も
、
「固
定
資
産
投
資
支
出
」
「大
修
理
支
出
」
な
ど
の

企
業
活
動

に
用

い
ら
れ
る
支
出

(太
字

の
部
分
)
と
、
左
側

の
収
入

の
項
目
に
あ
る

「国
有
企
業
専
項
資
金
」
の
総
額
と
の
間
に
は
か
な

り
の
乖
離

が
存
在
す
る
こ
と
が
確
認

で
き
よ
う
。

ま
た
、

石
川

[
一
九
九
七
]
、

お
よ
び
郡

・
眺

・
徐

・
醇

口

九

九
〇
]
は
、
企
業
の
設
備
投
資
資
金
や
減
価
償
却
費
で
あ
る
は
ず

の

「生
産
発

展
基
金
」
や

「更
新
改
造
資
金
」

「大
修
理
基
金
」
の
う

ち
、
実
際

の
生
産
的
活
動
に
用

い
ら
れ
る
の
は
全
体
の
五
〇
%
ほ
ど

で
あ
り
、

そ
の
か
な
り
の
部
分
は
労
働
者

の
住
宅
手
当
て
な
ど
、
非

生
産
的
な

目
的
に
流
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
和

田

[
一
九
九
七
]
も
、
O
E
C
F
と
中
国
社
会
科
学
院
が

合
同
で
行

っ
た

一
九
九
〇
年
代

の
国
有
企
業
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に

関
す

る

調
査

の
結
果
に
基

づ
き
、
中

国

の
国
有
企
業

の
財
務
パ

フ
ォ
ー

マ
ン
ス
が
大
き
く
悪
化
し
た

こ
と
、
企
業

の
財
務
構
造

の
う

ち
、
「管

理
費
」

の
割
合
が
大
き
く
上
昇
し
て
お
り
、
そ
れ
が
財
務

パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
の
悪
化
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ

と
、
「管

理
費
」
の
か
な
り
の
部
分
が
地
域

の
開
発
負
担
金
な
ど
、

企
業

の
生
産
活
動
と
は
直
接
関
係

の
な
い
項
目
に
使
わ
れ
て
い
る
可

能
性
が
あ

る
こ
と
、
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
よ

う
に
し
て
み
る
と
、
国
有
企
業
の
上
納
利
潤
あ
る
い
は
留

保
利
潤

は
、
地
方
財
政
と
密
接
な
か
か
わ
り
を
持

っ
て
お
り
、
地
域

の
イ
ン
フ
ラ
建
設
や
、
社
会
福
利
や
社
会
保
障
な
ど
本
来
は
行
政
が

負
担
す
べ
き
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
た
め
の
、
地
方
政
府

の
財
政
資
金
を

一
部
肩
代
わ
り
す
る
性
質
を
持

っ
て
い
た
と

い
え
よ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
地
方
財
政
と
の
関
係
性

の
深
さ
、
な
ら
び

に

低
金
利
政
策

の
下
で
発
生
し
た
利
潤
を
企
業

と
政
府
間

で
分
け
合
う

と
い
う
構
図
に
関
し
て
は
、
国
有
企
業

の
ケ
ー
ス
も
、
前
述

の
郷
鎮

企
業
と
郷
鎮
政
府
と

の
関
係
に
類
似
す
る
も

の
と
し
て
捉
え
て
よ
い

よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、

こ
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
の
間
に

は
重
要
な
違

い
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
国
有
企
業

の
留
保
利
潤
額

の
拡
大
は
、
必
ず
し
も
企
業
自
身
の
生
産
性

の
向
上
に
よ

っ
て
も
た

ら
さ
れ
る
必
要

が
な
か
っ
た
、
と
い
う
点

で
あ
る
。

ま
ず
、
国
有
企
業

の
場
合
、
中
央
政
府
と

の
バ
ー
ゲ

ニ
ン
グ

に

よ
っ
て
上
納
利
潤
額
を
減
ら
し
、
留
保
利
潤
を
増
や
す
余
地
が
残
さ

れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
中
央
政
府

へ
の
税
支
払

い
を
な
ん
と
か
少

な
く
し
よ
う
と
す
る
努
力
は
郷
鎮
企
業

の
ケ
ー

ス
で
も
み
ら
れ
た
も

の
の
、
国
有
企
業

の
場
合
、
利
潤
分
配
を
め
ぐ
る
制
度
変
化
や
、
中

央
政
府
と

の
バ
ー
ゲ

ニ
ン
グ
に
よ
っ
て
そ
の
留
保
利
潤
が
直
接
影
響

を
受
け
る
度
合

い
が
は
る
か
に
大
き
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ぼ
、

一
九
八
三
年
か
ら
八
四
年

に
か

け
て
、
国
有
企
業
の
利

潤
分
配
を
規
範
化
す
る
た
め
に
、
大
中

型
国

有
企
業

の
利
潤

の
五

五
%
を
所
得
税
と
し
て
徴
収
し
、
残
り
を
企
業
に
留
保
す
る

「利
改

税
」
が
導
入
さ
れ
た
が
、
市
場
経
済
改
革
が
不
十
分
な
も
と
で
、
各

企
業
が
お
か
れ
た
状
況
の
違
い
を
考
慮
し
な

い
ま
ま

一
律

の
税
率
を

設
定
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ

っ
た

[川
井

一
九
九
六
]
。

こ
の
よ
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う
な
利

潤
率
の
違

い
を
調
整
す
る
た
め
各
企
業
に

「調
節
税
」
が
課

さ
れ
た

が
、
税
率
が
交
渉
に
よ
り
決
め
ら
れ
た
結
果
、
多
く
の
場
合

収
益
率

の
高
い
企
業
ほ
ど
税
率
が
高
く
な
る
な
ど
、
利
潤
動
機
を
強

化
す
る
よ
う
な
効
果
を
持
ち
得
な
か

っ
た

[大
塚

・
劉

・
村
上

一

九
九
五

]。

こ
の
た
め
、

一
九
八
七
年
に
は
経
営
請
負
制
が
導
入
さ

れ
る
。

当
初
、
中
央
政
府
と
企
業
と
の
間

の
利
潤
分
配
の
ル
ー
ル

は
、
基
準
年
の
利
潤
上
納
額
を
基
数
と
し
て
、
毎
年
そ
れ
に

一
定
割

合
を
上
乗
せ
し
た
額
を
上
納
し
、
あ
と
は
企
業
に
留
保
で
き
る
と

い

う

「利
潤
逓
増
請
負
」
が

一
般
的

で
あ

っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う

な
政
府

と
企
業
の
分
配
関
係
を
固
定
化
す
る
制
度
は
、

一
九
八
九
年

の
経
済

引
き
締
め
に
よ
る
企
業

の
経
営
不
振

よ
り
実
現
不
可
能

に

な

っ
て
し
ま

っ
た
。

そ
の
結
果
、
利
潤
上
納
が
企
業
と
政
府

と
の

バ
ー
ゲ

ニ
ン
グ
に
ょ
り
調
整
さ
れ
る
余
地
が
ま
す
ま
す
高
ま
り
、
そ

の
総
額

は
大
き
く
減

少

し

て

い

っ
た

の

で
あ

る

[丸

川

一
九

ハ　
　

九
六
]
。

ま
た
、
国
有
企
業

の
場
合
、
郷
鎮
企
業
な
ど
に
比
べ
て
銀
行
か
ら

の
借
入
が
ソ
フ
ト
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
ソ
フ
ト
な
借
入
を
利
用
す

る
こ
と
に
よ
り
、
生
産
性
の
向
上
を
考
慮
し
な
い
拡
張
的
な
設
備
投

資
を
行

う

一
方
で
、
企
業
内
に
留
保
さ
れ
る
利
潤
の
総
額
を
確
保
す

る
こ
と

が
可
能
で
あ

っ
た
点
も
重
要
で
あ
る
。
国
有
企
業

へ
の
融
資

は
地
元

の
国
有
銀
行
に
よ

っ
て
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
貸
出
の
増
加
分

は
、
最
終
的
に
は
中
央

銀
行
の
信
用
割
り
当

て
に
よ

っ
て
フ
ァ
イ
ナ

ン
ス
さ
れ
た
。
こ
れ
は
郷
鎮
企
業

の
ケ
ー

ス
と
の
決
定
的
な
違

い
で

パ
リ
　

あ
る
。

こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
は
、
国
有
企
業
を
管
轄
す
る
地
方
政
府
が
、
政

治
的
な
働
き
か
け
に
よ
り
、
企
業
と
政
府

に
留
保
さ
れ
る
レ
ン
ト
を

拡
大
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
非
効
率
な
レ

ン
ト
シ
ー
キ
ン
グ
行
為

そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
実
際
に
、

一
九
八
九
年
の
経
済

低
迷
期
以
降
、
国
有
企
業
の
赤
字
が
大
き
く
拡
大
し
、
国
家
財
政
に

も
大
き
な
負
担
と
な

っ
て
い
っ
た
。
こ
の
点

で
、
同
じ
よ
う
に
低
金

利
政
策
の
下
で
融
資
上
の
優
遇
を
受
け
て
い
る
と

い
っ
て
も
、
郷
鎮

企
業

の
ケ
ー
ス
の
よ
う
に
、
与
え
ら
れ
た

「
レ
ン
ト
獲
得
機
会
」
を

競
争
的
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
ケ
ー
ス
と
は
大
き
く
異
な

っ
て
い
る

ムロ
　

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
地
方
政
府

は
管
轄

す
る
国
有
企
業
の
生
産

性
を
上
げ
る
こ
と
よ
り
も
、
上
記

の
よ
う
な
政
治
的
な
働
き
か
け
に

よ

っ
て
企
業
の
留
保
利
潤
を
増
や
そ
う
と
す

る
強
い
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ヴ
が
働
く
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
一
九
八
〇
年
代

の
中
国
経
済
は
、
郷
鎮
企
業
な
ど
の
高

い
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
を
生
み
出
し
た

一
方
で
、
低
預
金
金
利
・高
イ
ン

フ
レ
を
通
じ
て
都
市
に
お
け
る
家
計
部
門
に
は
大
き
な
負
担
を
あ
た

え
、第

二
次
天
安
門
事
件

の
発
生

に
つ
な
が
る
よ
う
な
社
会
的
不
安

を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
N
あ
る

[
B
ran
d
t=
Z
h
u
2
00
0
]
°

三

土
地
市
場
と
土
地
使
用
権
譲
渡
収
入

一
九
八
〇
年
代
に
は
、
中
央
政
府
が
低
金

利
政
策
を
実
施
す
る
も

68



表2不 動産関連税収

税の種類 課税の根拠 税 率 地方留保率

不動産占用者に

対する課税

不動産税

都市不動産税

耕地占用税

都市土地使用税

不動産原価

不動産原価

耕地面積

土地面積

1.20%100%

1.20%100%

1-10元/平 方 米100%

1.5-30元/平 方 米100%

不動産売 買 ・譲渡利益 に

対す る課税

契約税

営業税

印紙税

都市維持建設税

企業所得税

個人所得税

土地増値税

契約額

売上収入

契約額

納税額

企業収入

個人収入

付加価値

2ま た は4%100%

5%100%

0.03-0.05%50

5-7%100%

33%40%

20%40%

30-60%100

不動産 レンタル収 入に

対する課税

不動産税

都市不動産税

営業税

企業所得税

個人所得税

レンタル収 入

レンタル収 入

レンタル収 入

企業収入

個人収入

12%100%

18%100%

5%100%

33%40%

20%40%

出所:「 物業税起歩」『財経』第99期 、劉佐[2006]。

と
で
、
地
方
政
府
が
主
に
金
融
市
場

へ
の
介

入
を
通
じ
て
レ
ン
ト
を

発
生
さ
せ
、
そ
れ
を
企
業
と
の
間
で
分
配
す

る
、
と
い
う
パ
タ
ー

ン

が
中
心
で
あ

っ
た
。
し
か
し
こ
の
パ
タ
ー

ン
は
、

一
九
九
〇
年
代
に

朱
鎗
基
前
首
相
の
強

い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

の
下

で

一
連

の
金
融
政
策

が
実
施
さ
れ
、
金
融
市
場

へ
の
市
場
メ
カ

ニ
ズ
ム
の
導
入
が
図
ら
れ

る
と
共

に
、
銀
行
貸
出
に
対
す
る
地
方
政
府

の
介
入
が
厳
し
く
制
限

さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
は
も
は
や
通
用

し
な
く
な

っ
た
。
そ
の

代
わ
り

に
、
地
方
政
府
が
土
地
市
場

へ
の
介
入
を
通
じ
て
、
不
動

産

・
開
発
業
者
な
ど
と
レ
ン
ト
を
分
配
す
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
主

流

に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
点
を
検
証
す
る
前
に
、
ま
ず
、
土
地
関
係
の
地
方
政
府

の
予

算
内
の
税
収
入
に
つ
い
て
、
課
税
対
象
と
そ

の
根
拠
、
税
率
、
お
よ

び
地
方

へ
の
留
保
比
率
な
ど
に

つ
い
て
整
理

し
て
お
こ
う

(表
2
)。

こ
れ
ら
の
土
地
取
引

・
保
有
に
か
か
わ
る
税
収
入
に
つ
い
て
は
、
営

業
税

・
所
得
税
な
ど
他

の
産
業
か
ら
の
税
収

を
含
む
も

の
を
除
き
、

近
年
確
か
に
そ
の
規
模
は
拡
大
し
て
は
い
る
も
の
の
、
地
方
財
政
収

ム
に
　

入
全
体
に
占
め
る
比
率
に
目
立

っ
た
変
化
は
な
い
。

し
か
し
地
方
政
府
は
、
表
2
で
示
し
た
よ
う
な
土
地
取
引

・
保
有

に
か
か
わ
る
税
収
の
ほ
か
に
、
以
下

の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
費
用
を

開
発
業
者
な
ど
か
ら
徴
収
し
て
い
る

[
「土
地
解
密
」
『財
経
』
第

一

五
三
期
]。

ω

耕
地
開
墾
費
、
土
地
使
用
権
譲
渡
金

、
新
増
建
設
用
地
の
土

地
有
償
使
用
費
、
管
理
費
、
登
記
費
、

住
宅
立
ち
退
き
費

な
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一 緊
口 部

層 　 部 『 一

一 ロ 部 III

1

lI

鞠 脚11㌣ f
一1 ¢a

1
一

闘 1

一 日 姫1

:
LLLI⊥ 騰

Ill
一 蕪

hll濯

一

(億元)

5,000

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0一 ユ ゜ 弛=
19981999200020012002200320042005

図3国 有 地使 用権 譲渡 収入

注:金 額 は、土地の使用者か ら政府 に対 して支払われ る土地使用

権譲渡金、土地開発費、整地費な どの金額 を合計 した ものであ

る。

出所:中 華人民共和国国土資源部 『中国国土資源年鑑』各年版。

ど
、
土
地
部
門
が
管
理
す
る
収
入
。

②

土
地
使
用
費
、
土
地
レ
ン
タ
ル
費
な
ど
、
地
方
政
府

の
財
政

部
門
が
管
理
す
る
収
入
。

③

農
業
、
不
動
産
、
水
利
、
交
通
、
郵
便

・
電
信
、
文
物
、
防

空
、
林
業
な
ど
の
各
行
政
部
門
に
よ
る
雑
多
な
費
用
収
入
。

中
で
も
、
国
土
資
源
部
な
ど
の
部
門
が
管
理
す
る
土
地
使
用
権
譲

渡
金
な
ど
の
費
用
収
入

(以
下
で
は

「土
地
使
用
権
譲
渡
収
入
」
と

表
記
)
は
、
そ
の
規
模
が
年

々
拡
大
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
地

方
政
府

が
農
地
な
ど
に
対
す
る
事
実
上

の

「所
有
権
」
を
利
用
し

て
、
市
場
に
お
い
て
自

ら
そ

の

「使
用
権
」

を
売
却
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
得
ら
れ
る
収
入
で
あ
り
、
政
府

の
市
場
介
入
に
よ
る
レ
ン
ト

の

一
種
と
し
て
解
釈

で
き
る
。

図
3
を
見
れ
ば
、

こ
の
土
地
使
用
権
譲
渡
収
入
が
二
〇
〇
二
年
、

す
な
わ
ち
土
地
開
発
が
再
燃
す
る
時
期
か
ら
急
速
に
増
加
し
て
い
る

　
ロ
　

こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
そ
の
伸
び
は
東
部
と
中
西
部

の
間
で
大
き

な
隔
た
り
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
収
入
が
土
地
開
発
に
関
す
る
地
域

的
な
格
差
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。

こ
れ
ら
の
譲
渡
収
入
の

一
部
は
、
予
算
内

財
政
収
入
の
中
の

「基

金
収
入
」
と
し
て
計
上
し
中
央

の
批
准
を
受
け
る
こ
と
に
な

っ
て
い

バ　
　

る
が
、
現
状
で
は
そ
の
大
部
分

は
統
計

に
現

れ
な

い

「制
度
外
資

金
」
(
「第
二
財
政
」

「小
金
庫
」
)
と
し
て
地
方
政
府
に
留
保
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
土
地
使
用
権
譲
渡
収
入
は
、
中
国
の
土
地
市
場
に
お
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い
て
ど

の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

通
常
、

経
済
学

で
不
動
産
価
格

や
地
価
を
考
え
る
際
に
は
、
ま
ず

賃
貸
市
場

に
よ
り
地
代
が
決
定
さ
れ
た
あ
と
、
そ
の
地
代
を
所
与
と

し
、
資
産

市
場

に
お
い
て
他
の
投
資
資
産
と
の
裁
定
に
よ

っ
て
地
価

が
決
ま
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
以
下

に
み
る
よ
う
に
、
中
国
の
不

動
産
市
場
を
取
り
巻
く
状
況
は
、
そ
う
い
っ
た
標
準
的
な
経
済
理
論

で
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
大
き
く
異
な

っ
て
い
る
。

ま
ず
、
地
方
政
府
が
、
農
地
や
都
市
の
旧
市
街
な
ど

の
土
地
を
収

用
し
、
そ

の
使
用
権
に
つ
い
て
開
発
業
者
な
ど
に
対
し
て
有
償
で
払

い
下
げ
を

行
う
市
場
が
存
在
す

る
。

こ
れ
が
不
動
産

の

一
次
市
場

(中
国
語

で
は
コ

級
市
場
」
)
で
あ
る
。
次
に
、
開
発
業
者
な
ど
が
地

方
政
府
よ
り
取
得
し
た
土
地
を
開
発
し
、

マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
不
動
産

を
建
設
し

て
、
土
地

の
使
用
権
と
不
動
産
の
所
有
権
を
セ
ッ
ト
に
し

て
個
人
や
企
業
に
売
り
出
す
の
が
二
次
市
場
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ

の
よ
う
に
二
次
市
場
で
売
買
さ
れ
た
物
件
に
つ
い
て
の
中
古
市
場
や

賃
貸
契
約

は
、
三
次
市
場
に
お
け
る
取
引
と
し
て
理
解

で
き
る
。

こ
の
う

ち
、
二
次

・
三
次
市
場
に
お
い
て
は
、
標
準
的
な
理
論
が

想
定
し
て

い
る
よ
う
に
、
他
の
資
産
と
の
裁
定
が
働
く
も
の
と
考
え

て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
二
次
市
場
に
お
け
る
土
地

ス
ト

ッ
ク
の

総
量
お
よ
び

そ
の
期
待
収
益
率
は
、

一
次
市
場
に
お
け
る
土
地

の
供

給
量

に
よ

っ
て
大
き
く
影
響
を
受
け
る
と
考

え
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
中
国

の
土
地
市
場
に
お
け
る
地
価

の
決
定

メ
カ

ニ
ズ
ム
は
、
地

方
政
府
が
独
占
的
な
供
給
を
行
う

一
次
市
場
に
お
い
て
供
給
量
お
よ

び
地
価

(11
不
動
産
業
者

の
土
地
の
取
得
価
格
)
が
決
定
さ
れ
、
そ

れ
ら
を
所
与
と
し
て
二
次

・
三
次
市
場
に
お
け
る
レ
ン
タ
ル
料
お
よ

び
資
産
価
格
と
し
て
の
地
価
が
決
定
さ
れ
る
、
と
考
え
る
の
が
妥
当

ム
お

　

で
あ
ろ
う
。

土
地
の

一
次
市
場
に
お
け
る
、
土
地
使
用
権
の
払

い
下
げ
に
は
大

き
く
分
け
て
無
償
譲
渡
、
協
議
方
式
、
競
売

・
入
札

の
三

つ
の
方
法

が
存
在
す
る
が
、
こ
こ
で
は
協
議
方
式
、
競
売

・
入
札
を
ひ
と
ま
と

ム
　
　

め
に
し
た
有
償
譲
渡
方
式
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

有
償
譲
渡

の
う
ち
協
議
方
式
は
、
主
に
工
場
や
公
共
施
設
な
ど

の

建
設
用
地
を
特
定
の
開
発
業
者
や
企
業
に
安
価
で
払

い
下
げ
る
も

の

で
あ
る
。
地
元
に
よ
り
多
く
の
工
場
を
誘
致

で
き
れ
ば
長
期
間
に
わ

た
る
税
収

の
増
加
が
見
込
め
る
た
め
、
地
方
政
府

は
競

っ
て
経
済
開

発
区
を
設
け
、
そ

の
企
業

へ
の
払

い
下
げ
価
格

を
切
り
下
げ

て
お

り
、
時
に
は
土
地

の
取
得

コ
ス
ト
ぎ
り
ぎ
り

の
水
準
に
な
る
場
合
も

多

い

[
「土
地
解
密
」
『財
経
』
第

一
五
三
期

]。
ま
た
、
競
売

・
入

札
方
式

は
、

一
九
九
〇
年
代
末

に
農
地
開
発

が
本
格
化
し
た

の
を

き

っ
か
け
に
急
激
に
上
昇
し
て
き
て
お
り
、
特

に
商
業
地
、
住
宅
地

な
ど
で
は
こ
の
方
式
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。

国
土
資
源
部
の
発
表
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇

八
年
第

一
四
半
期
に
お

け
る
商
業
地
の
全
国
平
均
価
格
は

一
平
米
あ
た
り
二
七
七
五
元
、
住

宅
地
が

一
九
八
三
元
な
の
に
対
し
、
工
業
用
地
の
平
均
価
格
は
約
五

ムロ
　

六
八
元

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
協
議

方
式
を
中
心
と
す
る
工

業
用
地
の
払

い
下
げ
が
、
商
業
地
、
住
宅
地

に
比

べ
て
大
幅
に
低
価
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格

で
の
払

い
下
げ
と
な

っ
て
い
る
事
実
が
み
て
と
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
土
地
の
使
用
目
的
に
よ

っ
て
明
確
に
異
な
っ
た
譲
渡

方
式
が
採

用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
価
格

に
大
き
な
差
が
あ
る
と
い
う

現
象
は
、

次
の
よ
う
な
、
用
途

に
よ
る
土
地
需
要
の
価
格
弾
力
性
の

違

い
に
よ

っ
て
理
解

で
き
よ
う
。

例
え
ば

、
製
造
業
企
業
が
工
場
の
建
設
用
地
を
探
し
て
い
る
と
き

に
、
あ

る
特
定

の
地
域

に
こ
だ
わ
る
必
要
は
必
ず
し
も
な
く
、
む
し

ろ
地
価

や
人
件
費
な
ど
の
コ
ス
ト
が
少
し
で
も
安
い
と

こ
ろ
に
立
地

す
る
誘
引

が
高

い
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
製
造
業

の
場
合

に
は

生
産

の
立
地
が
必
ず
し
も
需
要
に
よ
り
制
約
さ
れ
な

い
こ
と
か
ら
来

る
も
の
で
あ
り
、
工
場
建
設
用
地
に
対
す
る
需
要
は
、
地
価
に
対
す

る
弾
力
性

が
大
き
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ

に
対
し
、
住
宅
地

・
商
業
施
設

は
も
と
も
と
地
元

の
住
民
の

需
要
を
当

て
込
ん
で
建
設
が
行
わ
れ
る
た
め
、
例
え
ば
あ
る
地
域
の

人
口
が
多

い
な
ど
、

一
定

の
収
益
が
見
込
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
少
々

コ
ス
ト
が
高
く
て
も
当
該
地
の
土
地
を
取
得
す
る
誘
引
が
働
く
。
す

な
わ
ち
工
場
建
設
用
地

に
比
べ
、
住
宅
地
な
ど
の
需
要

の
価
格
弾
力

性
は
か
な
り
小
さ
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
工
業
用
地
を
協
議
方
式
に
よ
り
民
間
に
安
価
に

払
い
下
げ

る
と
い
う
行
為
は
、
他
地
域
と
の
企
業
誘
致
競
争
を
行
う

と
同
時

に
、
よ
り
弾
力
性

の
小
さ
い
商
業
地
や
住
宅
地
の
供
給
を
押

さ
え
、
価
格
を
上
昇
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
よ
り
多
く

の
収
入
を
得

よ
う
と

い
う
、
「価
格
差

別
化
」
の
意
図
に
支
え
ら
れ
て
い
た
も
の

と
理
解

で
き
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
以
上

の
よ
う
な
価
格
決

定
が
、
土
地

の
用
途
の
決
定
が
地
方
政
府

に
よ
り

コ
ン
ト

ロ
ー
ル
さ

れ
た
、
独
占
状
態
に
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
初

め
て
成
立
す
る
点

で
あ

る
。
も
し
も
利
用
者
に
よ
る
土
地

の
自
由
な
転
用
が
認
め
ら
れ
て
い

れ
ば
、
不
動
産
業
者
は
安
く
払

い
下
げ
ら
れ
た
工
業
用
地
を
住
宅
地

に
転
用
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
よ
り
大
き
な
利
益
を
得
る
こ
と
が
可

能
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
土
地
の

一
次
市
場
に
お
け
る
払

い

下
げ
を
通
じ
た
土
地
使
用
権
譲
渡
収
入
と
は
、
地
方
政
府
が
土
地

の

独
占
的
供
給
を
通
じ
て
供
給
量
を
制
限
し
、
価
格
を
吊
り
上
げ
る
こ

と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
独
占

レ
ン
ト
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

こ
の
場

合
、
地
方
政
府
お
よ
び
不
動
産

・
開
発
業
者

が
レ
ン
ト
の
受
益
者
に

な
る
の
に
対
し
て
、
土
地
を
低
い
補
償
費
と
引
き
換
え
に
手
放
さ
ざ

る
を
得
な

い
農
民
や
、
高
騰
す
る
商
品
住
宅

の
購
入
者
た
る
都
市
住

民
な
ど
が
主
な
レ
ン
ト
の
負
担
者
と
な
る
わ

け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
土
地
市
場
を
通
じ
た
レ
ン
ト

の
取
得
は
、

一
九
八
〇

年
代
の
成
長

パ
タ
ー
ン
、
特
に
郷
鎮
企
業

へ
の
融
資
を
通
じ
た
レ
ン

ト
機
会
の
創
出
に
く
ら
べ
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
経
済
厚
生

の
損
失
が
よ
り
大
き
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
は
、
土
地
市
場
は
信
用
市
場
と
は
異
な
り
、
生
産
要
素
の
賦

存
量
は

一
定

で
あ
り
、
さ
ら
に
は
中
国
の
場
合
、
政
府
に
よ

っ
て
独

占
的
に
供
給
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
土
地
市
場

へ
の
介
入
を
通
じ
た
地
域
間

の

「開
発
競
争

」
は
、
そ
れ
が
い
か
に
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激
し
い
も
の
で
あ

っ
て
も
、
パ
イ
の
奪

い
合

い

(1ー
レ
ン
ト
シ
ー
キ

ン
グ
)
に
し
か
す
ぎ
な

い
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
う

一
つ
は
、
九
〇

年
代
以
降

の
財
政

・
行
政
改
革
に
よ
っ
て
郷
鎮
政
府
が
実
質
上
財
政

的
な
権
限

を
失

っ
た
結
果
、
土
地
市
場

へ
の
介
入
を
行

っ
て
い
る
の

は
主
に
県

・
市

レ
ベ
ル
の
政
府

で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
れ

は
、
市
場

に
お
け
る
レ
ン
ト
獲
得

の
行
為
を

一
層
非
競
争
的
に
す
る

ハド
　

も

の
だ

と

い
え

よ

う

。

ま
と
め
に
代
え
て

-

予
算
外
資
金
と
地
域
間
の
競
争
・経
済
格
差

改
革
開
放
以
降
、
地
方
財
政
請
負
制
度

の
導
入
に
代
表
さ
れ
る
財

政
の

「地
方
分
権
化
」
が
推
進
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
多
く
の
地
方
政

府
に
と
っ
て
正
規

の
財
政
収
入
の
増
加
に
比

べ
て
、
必
要
と
な
る
負

担
の
増
加

の
方
が
圧
倒
的

に
重
く
、
し
た
が
っ
て
自
主
財
源
の
獲
得

に
頼
ら
ざ
る
を
得
な

い
、
と

い
う
状
況

の
到
来
を
意
味
し
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
、

一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
分
税
制

の
導
入
を
柱
と
し

た
、
財
政
制
度

の

「規
範
化
」
を
目
指
し
た

一
連

の
改
革
が
中
央
政

府
の
主
導

に
よ
り
行
わ
れ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
例
え
ば
金
融
市

場

へ
の
介
入

の
余
地
が
な
く
な

っ
た
後
は
土
地
市
場
に
対
す
る
介
入

が
行
わ
れ

る
な
ど
、
地
方
政
府
が
要
素
市
場

へ
の
介
入
を
通
じ
て
レ

ン
ト
を
創
出
し
、
そ
の

一
部
を
非
正
規

の
自
主
財
源
に
す
る
、
と

い

う
現
象
は
形
を
変
え
て
存
続
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
現
象
は
基
本
的
に
、

ω

中
央

・
地
方
政
府

の
間
の
財
政

・
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
分
担
に

関
す
る
十
分
な
制
度
化
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

②

金
融

・
土
地
な
ど
の
要
素
市
場
が
地
域
間
で
分
断
さ
れ
て
お

り
、
地
方
政
府

の
介
入
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。

と
い
う
二

つ
の
条
件

の
下

で
成
立
す
る
も

の
で
あ
り
、
計
画
経
済
か

ら
の
漸
進
的
な
市
場
経
済
化
改
革
に
よ
り
、

地
域
的
な
不
均
衡
を
抱

え
な
が
ら
急
速
な
発
展
を
と
げ
て
き
た
中
国

に
特
徴
的
な
性
質

の
も

の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

一
九
八
〇
年
代
に
お
い
て
は
、

こ
の
よ
う
な
地
方
政
府

に
よ
る
要

素
市
場

へ
の
介
入
を
通
じ
た
レ
ン
ト
追
求
が
、
郷
鎮
企
業

の
ケ
ー
ス

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
地
方
間

の
競
争
を
通
じ
て
生
産
性

の
向
上
に

寄
与
し
た
と
い
う
面
も
確
か
に
あ

っ
た
。
し
か
し
、
介
入
の
対
象
が

金
融
市
場
か
ら
土
地
市
場
に
移
り
、
ま
た
、
そ
れ
と
同
時
に
郷
鎮

レ

ベ
ル
の
政
府
が
実
質
的
な
財
政
的
権
限
を
失

っ
た
こ
と
で
、
そ
の
よ

う
な
地
方
政
府
に
よ
る
レ
ン
ト
追
求
は
、
む

し
ろ
非
効
率
的
な

「パ

イ
の
奪

い
合
い
」
と
い
う
傾
向
が
強
く
な

っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
予
算
外
資
金
を
こ
の
よ
う
な
要
素
市
場

の
ゆ
が
み
か
ら
生
じ
る

超
過
利
潤
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
初
め
て
そ
れ
が
地
域
間

あ
る
い
は
中
央
と
地
方
の
問

で
の
激
し
い

「奪

い
合

い
」

の
対
象
に

な
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
中
央
政
府

の
再
分
配
政

策
を
骨
抜
き
に
す
る

(豊
か
な
と

こ
ろ
に
資
金
が
偏
在
す

る
)
結
果
を
も
た
ら
し
た
、
と

い
う
点
が
理
解

で
き
よ
う
。
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さ
ら
に
、
土
地
市
場
を
通
じ
た
レ
ン
ト
追
及
は
、
不
動
産
業
者
や

そ
れ
と
結

び

つ
い
た
政
府
幹
部
と
い
う

「新
富
裕
層
」

の
誕
生
、
さ

ら
に
は
多

発
す
る
農
民
暴
動

の
原
因
に
な

っ
た
強
制
的
な
土
地
収
用

な
ど
と

い
っ
た
新
し
い

「格
差
」
の
問
題
と
深
く
結
び

つ
い
て
い
る

こ
と
も
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
現
代
社
会

に
お
け
る

格
差

が
、

政
治
的

「権
力
」
と

「富
」
が
結
び

つ
い
て
生
じ
て
く
る

も
の
で
あ
る
以
上
、
本
稿
で
論
じ
た
よ
う
な
土
地
市
場
が
政
治
的
な

レ
ン
ト
獲

得
の
場
に
な

っ
て
い
る
こ
と
は
憂
慮
す
べ
き
状
況
と

い
っ

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
在

の
よ
う
に
、
土
地
市
場

へ
の
介
入
が
地
方

政
府

に
と

っ
て
主
要
な
財
源
に
な

っ
て
い
る
状
況

の
背
景
に
は
、

「中
央

・
地
方
関
係
」
「私
的
財
産
権
」

「地
域
間
格
差
」
と

い

っ

た
、

こ
れ
か
ら
の
中
国
社
会

の
根
幹
に
関
わ
る
重
要
な
問
題

が
見
え

隠
れ
し

て

い
る
。
し
た
が

っ
て
、
現
在

の
中
央
政
府
が
も

っ
ぱ
ら

行

っ
て

い
る
よ
う
に
、
不
動
産
貸
出
の
規
制
に
代
表
さ
れ
る
需
要
面

の
み
で
の

コ
ン
ト

ロ
ー

ル
で
乗
り
切
る
こ
と
に
は
お
の
ず
か
ら
限
界

が
あ

る
こ
と
は
、
銘
記
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

注〈
1
>

後

述

す

る

よ

う

に
、

厳

密

に
は

「予

算

外

資

金

」

の
ほ

か

に

「郷

鎮
自

己

調
達

資

金

」

(
「
郷
鎮
自

等
資

金
」
)
な

ど

の

「制
度

外
資

金

」

が
あ

る

が
、

こ

こ
で
は
広
義

の
非
税

収

入
も
含

め
て

「
予
算
外

資

金
」

と
表

現

す

る

こ
と

に
す

る
。

〈
2

>

農

村

に
お

け

る

「乱

収
費

」

な

ら
び

に
税
費
改

革

に

つ
い
て
詳

し
く

は
、
陳

・
春

[
二
〇

〇

四
]
、

李

[
二
〇

〇

四
]
な

ど
参

照
。

〈
3

>

一
九

九

三
年

の

「企

業

財

務
通

則

」

「
企
業

会

計

通
則

」

に
よ

り
、

国
有
企

業
専

項
資

金

を

予
算
外

資
金

に
含
ま

な

い
よ
う

に
な

っ

た
。

ま
た

一
九
九

六
年

に

は

=

二
項
目

の
政
府

性
基

金

お
よ
び

地

方

の
税
付

加

を
予
算

内

に
組

み
入
れ

る
と

い
う
改

革

が
行

わ
れ

た
。

ま

た

二
〇

〇

〇
年

に

は
、
五

一
項

目

の
行
政

事
業

性
費

用

が
予
算

内

に

組

み

入
れ

ら
れ

た
。

〈
4

>

一
九
九

六
年

に
お
け

る
全

国

の
地
方

財
政

の
数

字

で

は
、

予
算

内

税

収

入

が
六
九

〇

九

・八

億

元

に
対

し
、

予
算

外

収

入

が
三

一
二

八
億
元

、
制

度
外

収

入

が
四

五
五

三

・
二
億
元

で
あ

っ
た

[
盧

一
九

九

八
]
。

〈
5
>

オ
イ

は
、

こ

の
よ
う

に
地

方
政

府

と
企
業

が

一
体

に
な

っ
た
形

を

「地

方
政

府

コ
ー
ポ

ラ
テ

ィ
ズ

ム
」

と
名

づ
け

て

い
る
。

〈
6
>

中

国

は
現
在

に
至

る
ま

で
、
政
府

が
預
金

・
貸

出

の
金
利

水
準

を
定

め

る
固
定
金

利
制

度

を
採

用

し

て

い
る
が
、
特

に

一
九
九

〇
年

代

半
ば

ま

で

は
貸

出
金

利

と
預

金
金

利

と

の
利
鞘

が

ほ
と

ん

ど
存
在

せ
ず

、
ま

た
そ

の
水
準

は
し
ば

し
ば

実
質

金
利

が
負

に
な

る

よ
う

な

低

水
準

に
据

え
置

か

れ

て

い
た
。

〈
7
>

金

融
市

場

の
市
場

分

断
性

に
関

し

て
は
、
梶

谷

[
二
〇
〇

四
]

参

照
。

〈
8
>

国
有

企

業

の
利

潤

分

配

制
度

の
変

遷

を

め
ぐ

っ
て
は

、

川
井

口

九

九
六

]

が
詳

し

い
。

〈
9
>

こ
の
ほ
か
、

例

え
ば

一
九

八
〇
年

代

、
課
税

前

の
借
金

返

済

を
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認

め

る

こ
と

で
、
課

税

ベ
ー

ス
を
縮

小

さ

せ

る
な

ど

の
処
置

(
「税

前

還

貸
」
)

が

ほ
と
ん

ど

の

地
方

に

お

い
て
採

用

さ
れ

て

い
た
。

こ

れ
ら

の
制
度

変
化

は
、

い
ず

れ
も
生
産

性

の
上

昇

を
伴

わ
な

い
形

で

企

業

の
留

保
利
潤

を
拡
大

さ

せ
る
働

き
を

し

た
と
考

え

ら
れ

る
。

〈
10
>

も
し
企

業

へ
の
資
金
提

供

が
最
終

的

に

は
中

央

銀
行

の
貨
幣

発

行

に

よ
り

フ
ァ
イ
ナ

ン
ス
さ

れ

る
場
合

、

イ

ン

フ
レ
が
進

行
す

る
分

だ

け
実

質
資

金
供

給
量

は
目

減

り
す

る

の
で
、

図

1

で
見

た

よ
う
な

資

金
供

給

曲
線

の
下
方

シ

フ
ト

は
生

じ
な

い
と
考

え

ら
れ

る
。

〈
11
>

国
有
企

業

の
パ

フ
ォ
ー

マ
ン
ス
を

め
ぐ

る
問
題

点

に

つ
い
て
論

じ
た
研

究

は
数
多

く
あ

る
が

、
特

に
そ

の

「生
産

性

は
向

上

し
て
も

経

営

指

標

が
悪

化
す

る
」

と

い
う

問
題

(
「
生
産

・
財
務

パ

フ
ォ
ー

マ

ン
ス
乖
離

問

題
」
)

を
論

じ

た
も

の
に
関

し

て
は
、

和

田

[
一
九

九

七

]

に
サ

ー

ベ
イ

が
あ
る

。

〈
12
>

土
地

関
連

の
財
政
収

入

の
中

で
は
、
契

約

税

が
二
〇

〇

一
年

に

は
地

方
政

府
全
体

の
財
政

収

入

の
約

二
%

で
あ

っ
た

の
が
、

二
〇

〇

六

年

に
は

五

・七

八

%
と
増

加

し
た

の
が
目

立

つ
程

度

で
あ

る
。

土

地

増

値
税

や
耕

地
占
有
税

、

都
市

土
地

使

用
税

な

ど
は
、

二
〇

〇
五

年

段

階

で
地
方

財
政
収

入

の

一
%
前
後

で
あ

る
。

〈
13
>

例

え
ぼ

二
〇
〇

三
年

に
は
、

譲
渡

収

入

の
合
計

値

は
、
地

方
財

政
収

入

の
約

五
五

%
に
達

し

て

い
る

(『
中

国

国
土
資

源
年

鑑
』

『
中

国
統

計
年

鑑

』
な

ど
よ
り
筆

者
推

計

)
。

〈
14
>

二
〇

〇

七

年

一
月

よ

り
、

土

地

の
有

償

譲

渡

に
関

す

る
収

支

は
、

全

額

地

方

基

金
予

算
管

理

の
対

象

と

す

る

こ
と

が
定

め

ら

れ

た
。

同

時

に
土
地
収

益
金

の
使

用
範

囲

に

つ
い

て
も
、
土

地
収

用
、

立

ち
退

き
補

償
、
土

地
開
発

、
農

民
支

援

、
都

市
建

設
支

出

な
ど

の

用

途

に
限

ら

れ

る
な

ど

の
明
確

な

規
定

が

設

け
ら

れ

た

[
「真

実
的

物

業
税

」

『財

経

』
第

一
七
九
期

]
。

た

だ
、

現
在

ま

で

の
と

こ
ろ
、

そ

の
規
定

が
ど

の
程
度
厳

格

に
運
営

さ

れ

て

い
る

の
か

は
不

明

で
あ

る
。

〈
15

>

中

国

の
土
地

市
場

の
構
造

に

つ
い
て

は
、

高

[
二
〇
〇

七
]

な

ど

参
照

。

〈
16

>

無

償
譲

渡

さ
れ

る
国
有
地

は
、
基
本

的

に
政
府

自

身

に
よ

っ
て

道

路

・
公
園

・
緑

地

・
文

教
施

設

な
ど

の
公

共
財

の
供

給

の
た

め

に

用

い
ら

れ

る
が
、

中

に
は

も

っ
ぱ

ら

地

方

政
府

に

よ

る
贅

沢

な

オ

フ

ィ
ス
ビ

ル
な

ど

の
建

設

に
用

い
ら
れ

て

い
る
、

な

ど

の
ケ
ー

ス
が

指

摘

さ
れ

て

い
る

[蒋

・
劉

・
李

二
〇

〇
七

]
。

〈
17

>

中

華

人

民

共

和

国

国

土

資

源

部

h
tt
p
://w
w
w
.m
lr.g
o
v
.cn
/
sy
/

g
d
l
/2
0
0
8
0
8/
t2
0
0
8
0
80
7
_
10
9
2
3
9
°h
tm

参

照
。

〈
18

>

こ
の
点

に

つ
い
て
、
農

村

・
農
民

た

ち
が
自

分
達

の
土
地

資
産

を
共

同
管

理
す

る

た
め

に
株

式
会

社

な
ど

の
組
織

を
作

り

、
土

地
開

発

の
利
益

を
自

分
達

で
管

理
し

て

い
こ
う

と

い
う
動

き

が
生

じ

て
い

る

こ
と

は
興
味

深

い

(蒋

・
劉

・
李

[
二
〇
〇

七
]

な

ど
)
。

参
考
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経
済
改
革
l
I
企
業
と
市
場
の
数
量
分
析
』
日
本
経
済
新
聞
社
。

梶
谷
懐

二
〇
〇
四

「財
政
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金
融
か
ら
み
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中
央
と
地
方
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藤
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上
原

一
慶
編
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経
済
論
』
ミ
ネ
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ヴ
ァ
書
房
。

加
藤
弘
之

一
九
九
七

『中
国
の
経
済
発
展
と
市
場
化
ー

改
革

・

開

放
時
代

の
検
証

』
名

古

屋
大

学
出

版
会

。

川
井

伸

一

一
九
九

六

『中

国
企

業

改
革

の
研
究

』
中

央
経

済
社

。

ヘ
ル

マ
ン
ーー

マ
ー

ド

ッ
ク

ーー

ス
テ

ィ
グ

リ

ッ
ツ

一
九
九

七

「金

融

抑

制

新
し
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ラ
ダ

イ
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昌
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漢
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・
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白
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東

ア
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ア

の
経
済

発
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政
府

の

役
割

』

日
本

経
済

新

聞
社

。

丸

川

知

雄

一
九
九

六

「中

国

の
国

有

企
業

改

革

の
動
向

」

長
岡

貞

男

・
馬

成

三

・
S

・ブ

ラ
ギ

ン

ス
キ
ー

編
著

『中

国

と

ロ
シ

ア

の
産

業
変
革
-

企
業
改
革
と
市
場
経
済
』
日
本
評
論
社
。

李
昌
平

二
〇
〇
四

『中
国
農
村
崩
壊
』
吉
田
富
夫
監
訳
、
N
H
K

出
版
。

陳
桂
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・
春
桃

二
〇
〇
四

『中
国
農
民
調
査
』
納
村
公
子

・
椙
田

雅
美
訳
、
文
藝
春
秋
社
。

和
田
義
郎

一
九
九
七

「中
国
国
有
企
業
の
分
析

経
済
開
発
と

企
業
」
『開
発
援
助
研
究
』
<
9
♪
Z
ρ
タ

〈中
国
語
〉

財
政
部
総
合
計
画
司
編

一
九
九
二

『中
国
財
政
統
計

一
九
五
三
-

一
九
九

こ

科
学
出
版
社
。

楼
継
偉
主
編

二
〇
〇
〇

『新
中
国
五
〇
年
財
政
統
計
』
経
済
科
学

出
版
社
。

中
華
人
民
共
和
国
国
土
資
源
部

『中
国
国
土
資
源
年
鑑
』
各
年
版
、
中

国

地

質

出

版

社

。

郡

英

淘

・
眺

鋼

・
徐

笑

波

・
醇

玉

偉

一
九

九

〇

『
中

国

予

算

外

資

金

分

析

』

中

国

人

民

大

学

出

版

社

。

高

波

二

〇

〇

七

『
現

代

房

地

産

経

済

学

導

論

』
南

京

大

学

出

版

社

。

蒋

省

三

・
劉

守

英

・
李

青

二

〇

〇

七

「土

地

制

度

改

革

与

国

民

経

済

成

長

」

『
管

理

世

界

』

第

九

期

。

劉

佐

二

〇

〇

六

『中

国

房

地

産

税

収

』

中

国

財

政

経

済

出

版

社

。

盧

洪

友

一
九

九

八

「非

財

税

収

入

研

究

」

『経

済

研

究

』

第

六

期

。

孫

潭

鎮

編

一
九

九

五

『
現

代

中

国

農

村

財

政

問

題

研

究

』

経

済

科

学

出

版

社

。

「物

業

税

起

歩

」

『
財

経

』

第

九

九

期

、

二
〇

〇

四

年

一
月

五

日

。

「土

地

解

密

」

『財

経

』

第

一
五

三

期

、

二

〇

〇

六

年

二

月

二

〇

日

。

「
真

実

的

物

業

税

」

『
財

経

』

第

一
七

九

期

、

二

〇

〇

七

年

二

月

一
九

日

。

〈
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